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勤
労
所
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自
一
享
以
後
長
崎
山
支
那
貿
易
ι
就
い
て

租
椅
責
措
及
び
経
費
の
闘
際
比
較

揖

施

重
農
民
平
抵
の
人
口
論

明
治
初
年
に
於
り
る
大
阪
油
向
曾
一
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雑

錨

伊
太
利
広
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銀
行
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介
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迎
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論

叢

λ 

助
勢
所
得
に
劃
す
る
課
税

第
二
十
七
巻

穴
四
四

第
五
掠

勤

勢

所

得

に

謝

す

る

課

税

紳

戸

正

雄

端
吉
(
本
論
白
目
的
)

動
掛
所
得
に
つ
き
課
税
上
考
雌
ナ
ペ
密
事
項
(
斗
動
捗
所
得
白
卦
翻
に
捕
す
る
事
項
心
加
算
ナ
ペ
告
も
由
、
け
貨
物
持
将
引
自
給
的
助
努
叫

{

(

(

(

(

 

盤
除
ナ
ベ
き
も
の
三
勘
努
所
得
白
品
質
に
闘
す
る
事
羽
A
内
組
勘
勢
所
伴
と
精
榊
勤
勢
所
得
B
継
続
的
勘
掛
所
持
去
非
雌
続
的
勤
労
所
作

C
主
た

(

(

(

(

 

る
勘
搭
所
得
と
刷
た
る
動
捗
所
得
的
夫
白
削
捗
所
伴
と
去
山
制
捗
所
得
同
助
勢
駅
付
の
科
目
に
闘
す
る
事
項
)

第
二
段
制
捗
所
持
に
附
す
る
事
明
白
謀
枕
上
考
胤
の
方
抗
(
ト
貨
物
給
料
仁
自
給
的
削
捗
伝
費
用
挫
除
仰
向
位
勘
捗
所
有
い
非
縦
観
的
助
努
所
付

大
剛
た
る
動
日
皆
既
得

t
事
由
動
品
世
所
抑
制
削
埜
笹
川
科
目
)

結
論
(
全
文
目
要
旨
)

第

段

緒

マ
仁3

勤
労
所
得
者
己
資
産
所
得
者
て
比
較
し

t
、
同
一
所
得
額
Z
L
Jし
も
前
者
は
級
者
仁
比
し
給
付
能
力

ω
一
居
小

そ
し
て
管
業
所
得
者
は
大
膿
両
者

ω中
間
位
仁
ゐ
b
ご
い
ふ
噌
』
ぜ
は
夙
に
人
の
注
意
を
引
〈
所

でい
あ E
9 ~、
、j)ふ

我こ
現 E
;jT 
穆t

ゐ
b 
て
も

大
館

於

J〆

を
認
め

方

直
接
税
健
系
中
に
て
も
所
得
税
Z
請
の
枚

相者、租積研究、三巻、 76.以下・1) 



持
恒
税
正
の
組
合
せ
に
よ
り
て
之
を
磁
的
し
、
他
方
、
所
得
税
の
内
部
に
於
て
も
、
特
に
勤
鋒
者
の
錨
め
仁
一
割
叉
・

は
二
制
宕
恕
的
規
定
を
設
り
て
或
度
ま
で
之
を
考
慮
し
て
居
る
。
併
L
仔
細
に
考
察
す
る
ご
、
英
等
は
未
だ
十
分

の
一
割
酌
乃
至
考
慮
り
行
は
れ
た
も
の
ご
い
ふ
こ
ど
が
出
米
中
、
特
仁
鍔
業
者
の
如
き
、
右
の
趣
旨
よ
り
す
れ
ば
中

等
位
の
待
過
を
受
川
町
、
而
か
も
某
々

ω多
様
な
る
能
力
朕
態
に
感
じ

τ課
税
古
る
べ
き
に
拘
ら
す
、

草
純
一
卒

に
、
む

L
ろ
資
産
所
得
者
な
み
の
取
放
を
受
り
て
居
る
の
は
掬
に
不
満
足
正
す
ぺ
き
で
あ
る
が
、
其
は
暫
ら
く
措

き
、
勤
柑
労
者
の
み
に
つ
い
て
見

τも
、
脅
し
く
勤
労
者
中
に
も
能
力
に
差
等
の
あ
る
ご
い
ふ
事
ま
で
は
注
意
を
掛

っ
て
居
ら
ぬ
ゃ
う
で
あ
h
、
且
走
れ
亦
重
大
な
る
依
鮎
正
し
て
、
今
後
機
曾
ゐ
ら
ば
補
正
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
も
の

じ
一
脱
す
る
o

我
所
得
税
は
以
前
仁
比
し
て
は
段
々
己
改
良
さ
れ
つ
、
ゐ
る
け
れ
ど
も
、
ま
だ

1
¥完
成
の
域
に
は

達
せ
す
、
盆
主
改
-
民
し
な
り
れ
ば
な
ら
泊
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
私
は
滋
に
特
に
此
勤
労
所
得
に
謝
す
る
課
税
上

考
慮
す
ぺ
き
も
の
を
指
摘
し
て
、
之
が
凱
税
方
法
令
、
も
一
不
吉
う
E
思
ふ
G

蓋
し
此
の
如
き
は
我
所
得
税
を
完
成
す

る
斜
め
に
は
無
意
識
で
は
あ
る
ま
い
。

第

段

勤
労
所
得
に
就
き
課
税
上
考
慮
す
べ
き
事
項

勤
妙
所
得
の
課
税
上
仁
考
慮
す
べ
き
事
項
は
、
其
分
量
的
事
項
Z
品
質
的
事
項
ご
圭
し
て
共
科
目
仁
閲
す
る
事

項
E
に
分
け
て
見
る
ご
ピ
を
得
る
。

百歯

議

勤
務
院
揺
に
到
す
る
部
勤

第
三
十
七
径

六
四
五

第
五
披

7L 



2描

議

助
努
所
得
に
謝
ず
る
課
枇

誠
二
十
七
番

ハ
阿
大

第
五
蛾

O 

一
勤
労
所
得
の
量
額
仁
閲
す
る
事
項

A
加
算
す
べ
き
も
の

い
貨
物
給
料

l
l通
例
、
勤
帆
労
者
の
所
得
ご
し
て
は
実
一
給
料
等
の
金
銭
上
に
現
は
れ
た
も
の
の
み
を
見
て
課

税
す
る
。
世
陣
が
給
料
が
質
際
に
は
貸
借
又
は
金
伎
の
み
に
て
は
給
せ
ら
れ
宇
、
多
少
貨
物
に
て
給
せ
ら
る
、
。

部
金
銭
、
他
部
質
物
に
て
支
給
せ
ら
る
、

F

』
芭
が
あ
h
、
場
合
に
よ
る
ご
全
部
が
貨
物
に
て
給
せ
ら
る
、
ょ
と
も

あ
る
。
例
之
、
官
公
克
に
て
も
民
間
の
使
用
人
労
働
者
に
て
も
金
銭
上
の
給
料
の
外
仁
、
住
居
(
官
公
枇
宅
、
寄

宿
舎
な
Y
」
)
、
服
装
(
官
公
服
、
仕
事
服
、
通
常
服
)
、
食
事
(
全
部
又
は
一
部
)
の
給
山
崎
の
存
す
る
-
』
芭
が
少
〈
な

ぃ
。
其
他
に
時
々
又
は
一
定
期
停
に
贈
口
問
も
行
は
る
る
。
此
等
の
も
の
を
出
来
る
だ
け
精
密
に
合
計
し
て
見
な
(

て
は
、
車
に
金
銭
上
山
り
給
山
崎
の
み
に
て
は
具
に
動
券
者
の
飽
カ
の
大
小
を
知
る
こ
£
は
出
来
な
い
(
詰
一
三
此
等
は

極
め

τ普
通
に
現
は
る
る
形
だ
が
、
共
の
み
で
な
{
、
共
他
色
々
の
形
を
収
つ

t
貨
物
給
興
が
行
は
る
る
。
或
以

雇
主
が
勤
労
者

ω必
要
-
と
す
る
物
を
質
問
闘
よ
h
ノ
も
安
〈
給
典
す
る
こ
正
に
よ

b
て
行
は
る
る

Q

此
場
合
に
は
其
貧

回
明
正
の
差
微
だ
り
の
質
物
給
奥
ゐ
hJ
正
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
説
ニ
)
。
或
は
金
銭
上
の
給
料

ω外
仁
、
株
券
を
無

料
に
て
交
付
す
る
こ

Z
に
よ
b
て
給
具
す
る
こ
さ
も
あ
る

J

之
も
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
宗
一
三
o
餓
道
従
業
員
な

Y
」
仁
な
る
ご
、
本
人
及
家
族
に
無
料
乗
車
券
が
交
付
さ
る
る
。
此
等
も
相
蛍
に
計
算
し
な
〈
て
は
な
ら
な
い
在

四
)
O

そ
れ
か
ら
場
合
に
よ
h
て
は
本
人
又
は
共
子
弟
の
無
料
激
育
.
無
料
踏
襲
百
か
い
ふ
形
を
取
る
こ

E
が
ゐ



り
、
之
も
計
算
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

2
5
0
共
他
、
時
々
見
せ
物
を
日
拍
せ
た
り
、
時
々
蹴
儀
心
附
を
奥
へ
た

ヨ
り
、
一
雄
主
の
附
康
(
例
之
、
自
動
車
、
自
時
半
、
馬
な
ど
)
の
臨
時
私
用
許
拠
な
ど
い
ふ
こ
ご
も
ゐ
り
.
本
来

ν
へ

ば
凡
べ

τ共
を
も
計
算
す
べ
き
に
が
、

此
等
の
あ
ま
b
些
細
な
も
の
は
課
税
上
に
は
昆
逃
し
で
も
良
い
(
刊
さ
。
其

他
特
別
の
事
由
ゐ
る
に
於
て
多
少
の
例
外
は
泣
い
て
良
い
が
(
誌
と
、
併
L
然
ら
r
d
A
Q
限
ち
は
出
来
る
に
け
精
密
に

金
銭
以
外
の
給
料
を
計
算
し
な
〈
て
は
な
ら
な
い
。

( 

註

リ
ン
ダ
l

ル
は
、
日
山
柱
M
刷
、
食
事
、
服
匙
‘
抗
訂
年
(
往
々
に
し
て
貨
幣
蛤
科
心
外
に
)
が
簡
人
に
人
る
主
き
に
は
、
原
則
上
、
此
等
は

判
枇
す
べ
き
所
制
作
と
さ
れ
た

f
て
は
な
、
わ
向
。
但
し
特
に
北
ハ
飽
人
b
M
州
議
的
行
川
(
役
H
)
か
ら

A
f
Q
此
組
出
品
目
は
除
恥
る
ぺ
〈
、
叉
此
は
箇
人

に
，
川
，
拙
と
す
る

ι抜
支
出
山
崎
約
と
な
る
よ
り
も
一
一
品
〈
に
見
山
ワ
て
は
な
、
b
な
い
と
い
ひ
、
ア
イ
λ

チ
ン
グ
も
、
白
山
付
肘
止
食
事
、
比
他
各
種

白山
H
拘
へ
山
…
出
利
、
川
山
川
什
小
仇
故
古
内
拙
利
、
知
料
は
せ
物
心
拙
利
年
は
所
得
に
附
す
と
い
ひ
、
ケ
ラ
イ
ン
ウ
品
ヒ
タ
ー
は
、
幾
多
山
地
合
に
、

貨
物
円
佐
川
が
官
t
H
A
民
間
仙
川
入
山
給
料
山
一
部
を
桃
成
す
る
。
或
入
山
小
供
が
成
設
備
に
て
川
一
償
に
て
敬
提
宵
せ
ら
る
ミ
と
吾
、
家
旋
山
口
明

討
の
拙
骨
に
日
明
人
出
時
川
よ
り
鈍
償
に
て
拾
捺
さ
れ
、
知
償

ι
て
看
護
せ
ら
る
λ

と
き
は
、
此
が
引
絞
械
に
入
り
相
川
白
伐
僻
悦
仙
を
代
表
す
る

組
一
形
肘
て
あ
る
と
話
仁
、
ペ
ラ
フ
エ
ル
グ
ス
は
、
北
山
申
ワ
町
二
人
の
料
拘
上
自
地
位
、
間
ふ
て
共
給
付
能
力
に
大
た
@
法
制
刊
あ
る
こ
と
は
挺
な

き
こ
主
だ
。
印
ち
一
人
と
も
に
貨
幣
町
作
五

T
瓜
克
を
畳
く
る
も
.

で
あ
っ
て

一
人
は
唯
だ
列
だ
け
を
畳

f
る
の
に
、
他
山
人
は
例
之
、
両
立
の
人
の
品
品

質
時
所
仰
の
外
に
、
会
〈
抽
償
に
て
食
事
、
住
居
服
底
、
時
曲
、
披
行
絡
を
併
せ
ら
れ
、
随
ふ
て
北
担
(
る
貨
幣
所
得
の
全
部
見

は
帥
ん

r全
部
乞
一
町
佳
成
形
に
充
て
仰
る
人
て
あ
る
。
終
桝
上
の
地
位
に
於
け
る
此
諮
川
止
を
識
秘
上
、
考
出
国
し
た
い
と
い
ふ
と
と
は
不
可
能
で
あ

る
と
い
ひ
、
ピ
グ
ー
も
、
牧
耽
官
は
戒
能
川
入
、
例
之
、
無
料
家
賃
内
家
h

置
を
刺
川
し
て
肘
る
叫
行
文
即
入
計
貨
物
に
て
受
〈
る
間
質
的
所
得
の

成
部
分
を
見
逃
す
と
い
ふ
て
居
る
。
何
拙
文
審
問
。

米
凶
訟
に
て
は
.
人
的
勤
務
に
劃
す
る
賠
償
は
如
何
な
る
形
に
て
抑
は
れ
て
も
、
所
得
と
さ
る
る
。
勤
務
が
貨
僻
川
以
外
白
物
に
て
抑
は
る
る
曲
に

諭

議

ハ
四
七

第
五
雄

動
易
所
持
に
謝
す
る
諒
枕

第
二
十
七
番

Lindi'lhl， Die Gerechtigkeit der BeSlel1erung-. 5. 224. I'uistin.l!"， Grundzuge 
der Steuerlehre. .5. 112. Klein鴨川chter.Fw. 5. 182. :sela Foldes， }tW. 2 
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言詣

議

川
用
五
挽

勘
妙
所
仰
に
謝
す
る
謀
秘

体
二
十
七
巻

ハ
四
八

は
、
其
胸
白
公
平
な
る
市
倒
が
所
得
と
な
る
。
そ
れ
酌
ら
人
げ
か
遊
間
}
定
時
川
働
き
而
か
も
食
事
H
A
宿
所
出
叫
せ
ら
る
L

A
」
告
は
、
此
食
事
及
家

賃
は
附
加
賠
償
と
し
て
所
科
之
さ
る
る
(
夜
業
に
従
事
す
る
も
山
に
て
阻
品
ら
い
ず
)
o
u
附
償
と

L
て
拠
へ
ら
る
L
林
裁
も
功
判
じ
止
す
る
。
州
地
一

九
二
五
年
訟
で
も
白
山
佐
川
出
は
特
に
、
机
枇
義
松
者
に
A
A
部
文
は
一
部
前
慌
に
て
委
か
さ
れ
た
る
佐
崎
山
制
川
が
賃
貸
所
持
と
同
に
故
は
る
、
こ

ー
と
に
よ
り
て
掛
せ

b
る

A
L
、
社
時
他
の
も
の
も
、
或
改
ま
で
諜
せ
ら
る
込
こ
と
は
、
捗
働
給
料
品
川
狩
と
し
て
、
時
私
従
業
者
自
体
粉
、
給
付
什
、
民

、
、
.
、
.
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
.
、
.
、
、

金
、
利
益
配
首
、
増
給
又
は
北
他
山
名
到
に
て
拠
へ
ら
る
λ

も
の
止
貨
幣
例
値
あ
る
刺
盆
且
賠
償
年
に
諜
ナ
る
と
い
ふ
に
よ
り
て
仙
測
せ

ιる

仙
人
に
よ
る
‘
或
役
目

w
A
H
刺
〈
抗
山
梨
荷
山
訓
前
山
一
部
と
た
る
断
山
首
或
肘

H
よ
り
の
耐
作
d
q
努
力
所
作
ξ

せ
ら
る

る
ω

英
凶
訟
に
て
も
、

る。

(
註
一
己
米
岡
山
に
て
は
、
川
訟
が
雇
五
か
ら
雇
人
へ
、
公
平
な
る
市
伺
よ
り
も
安
い
他
に
て

IH
ら
る
込
と
き
に
は
、
麗
人
は
共
川
注
目
伐
め
に
抑

ふ
た
制
と
兆
公
平
な
る
市
倒
と
心
藍
舶
を
、
酬
刷
所
作
中
に
合
め
な
〈
で
は
な

b
白
と
い
ふ
こ
と
だ
。

刷
討
て
堆
凶
法
事
問
。
的
制
一
川
入
歩
町
。

(
駐
さ

(
註
四
)

割
論
、
本
人
出
雌
務
仁
に
快
ふ
だ
け
は
除
外
し
な
'
て
は
む
ら
由
。

副

証

て

ヲ

イ
λ

チ
ン
ク
、
ク
ラ
イ
ン
ウ
エ
ヒ
タ

.

4

ラ
フ
エ
ル
デ
λ

品
世
間
。

(
桂
瓦
)

(
註
式
)

刷
出
一
.
フ
イ
又
ヲ
ン
ク
ヰ
世
間
u

州
文
ぷ
阿
川
ョ
向
眠
米
凶
さ
位
、

Hm
人
が
計
一
主
人
山
財
政
、
局
、
車

h
u
r
B前
世
相
什
て
位
ふ
出
、
共
勤
務

、
、
、
、
、

に
刑
制
す
る
判
償
山
一
部
と
し
て
副
都
心
拙
利
と
し
て
仰
ら
る
、
も
由
て
な
い
と
き
に
は
、
此
の
如
き
佐
川
は
附
山
山
由
刊
到
走
市
ち
、
属
人
に
於
け

る
部
粉
、
9
ぺ
吉
川
作
と
は
き
れ
な
い
と
い
ふ
ζ

と
て
あ
り
、
英
聞
に
て
は
之
と
共
り
、
役

uの
品
川
め
に
d
m
L
(
る
叫
間
的
任
訟
の
附
胸
、
も
、
礼
パ
山
岳
(

る
所

ω剥
益
山
中
に
合
め
ら
れ
る
。
但
し
北
が
単
な
る
帆
偽
U

入
は
謝
時
な
る
と
き
に
は
誠
枕
さ
れ
な
い
と
い
ふ
。
前
後

M
4刊
の
差
別
は
蹴
る
デ
リ

J
 

か
l
卜
で
あ
る
。

(
註
七
)

7
 

例
之
.
米
岡
法
に
て
寺
院
の
牧
州
出
比
一
報
酬
の
一
、
と
し
て
仇
せ
ら
る
込
佐
尉
及
共
附
胤
物
自
賃
貸
料
の
如
き
を
断
刊
か
ら
除
〈
が
如
し
。

ゐ
自
給
的
勤
務

l
詳
し
〈
い
ふ
ご
或
人
自
ら
又
は
業
家
族
員
が
、
彼
自
ら
又
は
家
族
の
斜
め
に
働
く
所
の

s
v
 

e
九
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l
μ
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勤
務

ω如
き
も
本
来
は
一
の
所
得
ご
し
て
加
算

L
て
然
る
べ
き
で
ゐ
る
o

例
之
、
妻
の
家
政
上
の
勤
務
ゆ
如
き
は

之
な
き
場
合
、
即
ち
集
委
絢
身
者
ご
か
妥
が
稼
ぎ
者

t
家
政
の
取
り
縦
、
き
場
合
正
か
ご
比

L
て
は
一
の
給
付
能
力

仁
加
ふ
る
所
ゐ
り
ご
し
な
り
れ
ば
な
ら
ぬ
元
八
)
C

実
H
A
北
(
仙
り
家
族
日
貝
が
英
家
族
に
脱
す
る
生
産
に
従
事
し

τ得

た
る
其
産
物
を
自
ら
消
費

L
た

t
L
て
も
、

其
に
山
内
か
'
り
た
る
勤
労
は
矢
朕
ム
り
一

ω所
得
だ
ご
い
ふ
一
引
が
、
此
勤

持
の
件
は
品
目
場
合
己
比

L
τ
は
骨
同
然
に
ご
い
l

ふ
べ
き
℃
わ
る
(
付
与
ο
戒
は
仕
立
屈
が
自
己
及
家
族

ω有
物

を

作

h 

山
田
川
仰
が
家
族
の
泌
一
泌
を
治
慌
し
、

川
川
護
よ
ー
が
家
族
山
中
件
を
彪
瑚

1
4
0
が
知

3
も
附
徒
で
あ
る
迂
一
O

)

O

併

L
質
際
に
は
此
等

ωも
の
が
普
通

ω概
念
に

τ未
に
所
得
ご
は
見
ら
れ
ぬ
り
み
な
ら
す
、
第
三
の
も
の
は
金
値
上

比
一
刺
な
も
の
だ
ご
い
ふ
ζ

ご
も
め
ら
、
第
一
、
第
二
に
至
り
て
は
其
妻
又
は
英
他

ω・
米
族
員

ω勤
務
に
は
自
ら
之
等

の
者
の
扶
養

ω費
川

ω川
、
る
ピ
い
ふ
ヨ
」
ご
も
め
っ
て
、
普
通
此
等
の
も
の
を
考
量
的
外
に
位
〈
所
で
ゐ
る
(
空

F
)
0

り
れ
ど
も
第
二
の
場
合
は
燥

i
業
等
に
於
り
る
所
得
を
計
算
す
る
ご
さ
に
、
自
ら
家
族
員
山
崎
宵
貨
に
賞
る
も

ゆ
が
生
産
政
ご
し
て
控
除
せ
ら
れ
争
、
家
事
L
し
り
費
用
も
初
め
よ
h
控
除
苫
れ
ぬ
こ
古
に
よ
h
J
て
、
自
ら
大
館
は

計
算
内
巾
に
入
っ
て
居
品
。
此
陣
内
も
の
で
逃
れ
て
居
ゐ
正
す
れ
ば
北
(
は
些
細
な
も

ωに
池
ぎ
な
い
。
第
一
ゆ
場

合
に

τは
有
毒
者
ご
相
側
身
者
ピ
ゆ
聞
で
は
妻
の
動
勢
を
考
慮
し
な
〈
て
も
左
ま
で
の
不
乱
公
平
ご
も
な
ら
泊
が
、
家

政
的
心
妻
己
、
出
回
伝
的

ω妻
子
一
ぜ
比
脱
す
る
己
此
事
怖
を
考
慮
せ
ぬ
ご
可
な
り
著
し
い
不
公
平
を
生
中
る
。
此
は

併
し
後
に
い
ム
や
う
に
山
総
的
妻
の
所
得
に
つ
き
宥
仰
砲
を
行
ふ
事
に
よ
h
ノ
て
考
底
す
る
の
が
、
安

ω家
政
上

ω勃

=ゐ

古川

ji'i 

第
訓
帥
劃

勘
砂
防
科
に
劃
す
る
蹴
税

佑
二
十
七
巷

ハ
四
九

同上、 95-96.Holnies， 1. c. p. 527・Konslmn.1. c. p. 252・埴L拙研究六巷

95， 96 

Hohnes， 1. c'. p. 504. ]ensen， P. f. p・350

6) 



諭

議

四

勤
労
所
得
に
劃
す
る
拠
枕

弟
二
十
仁
容

第
五
腕

ハ五

O

拙
肯
を
詐
倒
し
て
加
算
す
る
よ
り
も
、
技
術
上
、

一
一
尉
簡
間
中
で
あ
る
。

(註
A
)

ク
ヲ
イ
ン
ウ
早
ヒ
タ

l
u、
起
が
川
小
供
の
世
話
を
ぬ

L
、
夫
H
A
小
併
の
病
以
を
肴
設
す
る
と
き
に
、
去
が
其
誕
の
引
事
を
手
刷
問
。
、
小

仙
在
日
、
り
敬
官
す
る
と
き
に
(
火
出
家
政
上
自
引
劫
に
川
る
地
合
は
士
山
肌
止
、
大
し
た
も
の
で
な
(
、
幽
っ
て
批
丈
は
凡
症
し
得
る
で
あ
ら
う
が
)
、

此
奇
心
訓
耕
同
所
仰
匙
去
は
j
b
何
出
巳
と
な
れ
ば
前

ι人
い
か
此
削
勃
在
他
心
人
か
、
b
判
俄

E
州
ヲ
℃
受
〈
る
と
ー
と
を
叫
又
は
他
人
を
…
一
厄
は
な
く

τ

同

は
な
ら
ぬ
か
ら
と
い
ふ
@
山
拙
文
書
問
。

ジ
エ
ン

t

y
は
.
一
本
肢
が
自
ら
の
州

E
世
副

L
X
は
乳
牛
を
枇
寸
前
し
て
、

H
前
物
又
は
乳
k
A官
加
し
た

d
す
れ
ば
、
制
一
の
掛
力
が
比
企

。

の
交
換
に
よ
リ
て
泊
さ
れ
た
と
同
じ
だ
け
の
所
持
を
受
〈
る
と
い
ふ
。

Z
K
L
J
 

P
E
7
、

工
来
者
干
工
業
者
向
人
告
が
訓
一
向
井
山
家
計
に
於
て
、
拙
れ
白

b
生
出

L
U
A
は
版
到
す
る
物
(
例
之
、
靴
、
衣
服
、

〉

。

止
料
な
vc)

を
削
拘
引
す
る
と
き
は
、
抗
物
所
刊
の
此
柿
の
も
心
も
訓
枕
せ
な
〈
て
は
な
ら
ぬ
ζ

と
は
明
か
だ
L
C

い
ふ
。
仰
抑
丈
車
問
。

へ位

-
O
)

リ
ン
グ

1
ル
は

シ
ャ
ン
ツ
は
.
人
が
自
分
に
到
し
て
行
ひ
又
は
家
族
引
の
川
に
行
ふ
勤
務
は
何
人
も
所
得
と
計
算
し
な
い
と
い
り
、
り
ン
ダ
l
ル
も
、

自
己
山
家
内
組
出

ω
牧
拍
は
、
多
〈
自
家
放
家
計
に
共
泊
亡
あ
り
、
胎
ふ
て
或
総
凶
申
給
付
抽
力

E
他
の
も
山
よ
り
も
高
め
る
こ
と
L
な
ら
な
山
ー

や
ヲ
な
抗
物
所
何
を
い
川
め
る
乙
と
に
闘
す
る
。
釦
論
、
抗
日
々
々
の
需
製
世
主
と
し
て
支
捌
は
れ
た
る
捗
働
に
指
定
さ
れ
た
る
(
金
を
拙
っ
て
動

務
を
判

ν
白
話
)
制
身
vn
と
、
什
卦
市
丑
及
艇
の
家
計
上
山
妙
働
に
て
武
き
師
初
泌
を
倒
S
る
家
長
と
白
川
に
大
な
品
十
一
日
呉
が
あ
る
。
併
L
此
給
付
能
力

を
尚
め
る
元
議
は
他
山
反
劃
一
克
謀
、
即
ち
家
族
目
的
抗
議
議
秒
を
作
ふ
と
い
ふ
。
品
他
、
フ
イ
λ

チ
ン
グ

H
、
家
掛
由
来
陀
勤
務
日
曜
に
支
出
の

節
約
て
あ
う
て
、
所
得
て
は
な
い
と
鵠
し
、
匝
に
僻
染
者
自
白
己
消
費
か
ら
し
て
は
、
此
が
側
然
の
こ
と
て
あ
り
、
曜
に
宝
山
を
節
す
る
に
止
ま

〉

明
、
附
議
文
は
所
持
は
成
立
し
な
い
と
い
ふ
。

(
註
-
-
)

B
控
除
す
べ
き
も
の
|
|
勤
労
所
得
り
柏
崎
め
の
牧
得
費
用
は
本
来
、
英
か
ら
し

τ控
除
す
べ
き
も
の
で
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
。
然
る
に
我
凶
の
所
得
枕
の
如
き
に
ゐ
り
て
は
、
勤
勢
所
得
に
針
し
一
一
割
又
は
三
割
控
除
の
特
典
は
ゐ

Kleinwäcb~er， a. a. O. S. ul3 租船研究大容 96-911
Jens~~ ， 1. c. p._ 349 
Lindahl， a. a: O~ 'S. 223 租税研究六巷 86-87.98 
Schanz，' KTitik gegen lOeii!wac'hter. (Fín~.n~ _Ai'chiv. 13 Jg， 1.) S. 436 
Lindahl，九 a.O. -S. 223. Fuisting， a 九 O.S. 113. 1J4-115・



る
が
、
主
(
は
勤
労
所
得
は
資
産
所
得
よ
・
り
も
能
力
の
乏
し
き
も
の
ご

ν
ふ
原
則
上
の
差
等
を
認
め
た
結
果
ご
す
べ

〈
.
之
を
別
E
し
て
見
る
正
き
に
、
資
産
所
得
の
一
大
部
Z
倍
業
所
得
ど
に
は
相
嘗
経
費
を
引
去
る
に
拘
ら
す
、

勤
勢
所
得
の
犬
部
分
で
あ
る
所

ω、
恰
か
も
前
記
一
割
又
は
二
割
控
除
の
行
は
る
る
所
得
(
郎
丸
山
氏
自
則
、
俸
給
、

給
料
、
歳
費

年
金
.
恩
給
、
退
隠
料
、

R
A
此
等
己
同
性
質
の
給
典
)

に
は
経
費
を
引
が
m
H
-

』
ご
に
し
て
居
る
。

此
の
如
き
は
普
通
の
こ
正
に
ご
い
ふ
人
も
ゐ
る
が
(
註
一
一
一
)
O

質
際
さ
'
フ
で
は
な
〈
、
英
米
相
判
ご
も
に
或
皮
の
費
用

を
引
(
こ
ご
じ
し
て
居
る
(
計
一
二
)
。
ヌ
之
を
引
か
ぬ
己
い
ふ
事
は
資
産
所
得
際
業
所
得
£
比
較
L
て
不
都
八
日
干
高

の
事
で
ゐ
る
。
勿
論
此
じ
て
家
事
上
内
費
用
は
引
か
ぬ
正
し
て
良
い
が
、
共
地
位
及
職
務
に
件
ふ
特
別
な
る
挫
用

ど
り
は
相
官
に
控
除
す
る
の
が
至
首
で
ゐ
る
五
一
聞
い
)
。
尤
も
之
を
例
の
訓
何
度
ま
で
計
算
す
る
か
じ
っ
レ

τり
決
定

の
六
っ
か
し
い
ご
い
ふ
事
は
あ
る
(
註
一
五
)
O

け
れ
ど
も
相
嘗
の
度
に
於
て
之
を
捺
除
す
る
の
は
至
首
で
あ
り
、
叉

封
に
劫
勢
所
得
者
の
大
憶
に
於
て
不
利
な
る
地
位
か
ら
考
へ
て
必
要
の
事
で
あ
る
。
印
L
峨
務
及
地
位

ω縛
め
の

服
架
設
詮
一
大
)
‘
職
務
の
簿
め
の
普
通
逃
〈
べ
か
ら
十
ご
認
め
ら
る
る
旅
投
車
代
宿
代
蒜
一
七
)
、
峨
務
の
潟
め
に

必
要
な
る
材
料
、
道
具
、
岡
虫
田
技

ω如
き
(
副
一
八
)
は
一
定
の
範
囲
に
て
控
除
す
る
Z
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
或

は
勤
労
所
得
に
つ
き
生
活
袋
、
家
事
費
ま
で
も
矢
張
h
必
要
な
る
技
用
に
ご
し
で
控
除
せ
よ
ピ
の
説
も
め
る
が

(
註
一
九
)
、
其
臨
ま
で
宥
恕
す
る
ご
今
度
は
資
産
者
傍
業
者
の
所
得
な
ど
ご
共
通
の
所
得
計
算
似
準
を
破
る
一
」
正
、
、

も
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
英
は
、
し
な
い
が
良
炉
ら
う
(
位
二
(
U
)
O

論

量監

動
持
所
得
に
劉
ナ
る
凱
秘

停
二
十
七
佳

，、
'h~ 

枯
伊
五
脱

ヨι



論

護

動
捗
所
得
に
謝
す
る
掛
秘

~ 
F、

第
二
十
七
巻

串
五
焼

(
註
-
ニ
)

六
五
二

沿一

ρ

ン
タ

Z
は
.
俸
給
及
賃
金
自
場
合
に
は
泊
例
、
金
牧
翻
が
所
得
&
考
へ
ら
る
誌
と
い
ふ
。

(註

=
Z
)

英
凶
訟
に
て
札
、
旅
費
、
活
に
企
〈
且
ワ
必
然
に
職
務
を
呆
す
認
め
に
抑
制
か
る
ミ
費
用
が
宥
恕
せ
ら
る
る
。
但
L
其
職
務
の
坊
良
か
ら

離
れ
た
島
に
住
居
す
る
入
山
政
費
に
は
挫
陪
出
詐
さ
札
な
い
。
米
凶
法
に
で
も
、
商
業
又
は
事
務
自
泊
め
の
抜
費
(
食
料
泊
代
を
合
む
)
に
控
除
が

当
品

許
さ
れ
て
肘
『
会
。

描
逸
品
叫
(
一
九
二
五
年
拙
)
は
も
ワ
と
多
〈
由
佳
除
が
計
さ
れ
て
肘
る
。
川
い
先
以
て
、

わ
、
並
に
叫
正
に
よ
り
恥
剛
山
町
北

bhirhvpbに
定
ぬ
ら
件
た
る
辞
給
、
給
料
出
捗
働
給
料
と
し
て
扱
仕
れ
な
い
白
み
で
な
〈
、
私
仙
川
入
に
却

し
、
明
な
る
契
約
に
よ
り
て
勤
務
抗
の
支
山
由
鎚
め
に
摘
は
る
、
品
目
川
賠
償
(
尤
も
比
は
指
定
さ
れ
た
る
勤
務
伐
の
向
き
に

C
白
み
拠
へ
ら
札
又

は
事
質
上
自
費
用
を
明
か
に
魁
へ
た
い
!
と
き
に
は
)
も
、
同
じ
〈
勢
働
給
料
之
し
て
扱
は
れ
ず
。
幻
位
鹿
島
』
仕
事
場
と
の
川
由
且
附
置
な
る
車
代
目

明
か
に
控
除
さ
る
べ
き
牝
得
投
と
す
る
。
り
卦
働
者
の
勢
働
材
料
に
捌
す
る
費
用
(
諮
問
A
A
m
w業
恥
)
も
同
じ
r、
鈴
除
さ
る
ベ
き
松
和
市
置
と
さ
る
る
。

、
、
、
、
、
.
、
、
.
、
、
‘
.
、
、
‘
.
、
、

ハ
円
盤
側
、
踏
峰
ゴ
、
大
山
中
品
品
川
、
技
削
、
唱
者
越
家
等
の
職
業
地
行

ω錦
め
に
品
製
な
る
専
門
的
の
毒
物
及
雑
誌
、
専
門
事
官
へ
の
官
民
、
問
中
に
又

〈

、
、
、
、

は
主
と
し
て
馳
業
に
佼
立
つ
引
事
室
及
臨
秘
主
等
心
費
川
一
も
叫
所
持
。
収
作
曲
賞
に
凪
ナ
る
。
俳
L
時
削
鈴
と
し
て
の
糾
械
的
存
花
E
建
設
す
る
己

と
の
山
中
仰
の
品
川
川
は
持
酷
す
ペ
舎
牧
祢
伐
と
し
て
許
さ
れ
な
iu
。
此
制
限
に
於
て
此
の
如
き
費
用
。
控
除
は
品
。
役
へ
に
も
泊
き
る
，
へ
き
も
凶
て

、

、

、

、

、

、

、

、

、

あ
る
。
役
人
民
あ
り
て
も
一
陀
凪
に
於
け
る
仕
事
室
だ
げ
の
家
賃
部
、
食
事
ょ
の
多
費
、
役
人
が
間
島
を
移
す
詫
坊
を
負
・
山

ι州
ら
ず
岐
に
陥
償

さ
れ
ざ
る
捗
閑
却
山
一
即
時
計
認
め
ら
る
る
。
併
し
新
し
き
地
位
に
就
〈
勉
め
の
格
輔
却
は
躍
め
ら
れ
な
い
。
務
働
能
力
内
排
村
山
一
お
め
の
保
護
費

ー
、
、
、

hrw品
質
舵
「
ゃ
に
原
則
上
、
位
陣

L
州
円
へ
き
収
符
賓
の
性
質
い
か
否
定
a
d

る
誌
か
は
明
か
て
な
い
o

併
L
5
H
A
A放
行
出
主
と
し
て
ザ
断
抱
力

U
W

、
‘
‘
.
、

持
白
目
的
に
山
て
、
他
出
白
川
観
又
は
噌
晶
の
目
的
に
出
で
な
い
こ
止
が
確
定
さ
れ
た
と
き
は
、
原
則
上
之
を
判
定
す
る
こ
と
は
山
弗
な

ν
。
俳

L
此
の
説
明
日
困
難
て
あ
る
。
単
に
職
業
に
役
立
つ
肌
出
品
H
も
肱
綜
却
に
属
す
る
。
尤
も
其
は
役
人
轄
が
職
務
服
を
着
る
こ
と
に
よ
り
て
、
平
日
間

服
を
仰
す
る
乙
と
で
山
中
準
き
れ
い
ざ
る
限
度
に
於
て
で
あ
る
。

(
註
-
圃
)
ロ

y
ツ
段
、
人
が
一
般
併
特
積
白
内
部
に
於

c.
所
得
は
止
産
却
を
挫
除
L
て
課
す
べ
し
と
の
根
本
臓
を
大
小
山
必
働
所
叫
に
づ
き
合

理
的
に
れ
行
せ
ず
、
此
白
如
舎
は
貧
民
階
輔
の
岱
め
あ
ま
り
大
な
不
都
合
だ
か
ら
補
修
し
な
〈
て
は
な
ら
ぬ
左
結

L
・
ピ
グ
ー
は
、
或
意
味
で
は

公
車
の
八
四
金
山
か
ら
併
せ
ら
る

h
r
r
v
m問、

r首
及
川
山

Hunter， P. f. p. 299 
Konstam， 1. c. p. 251'-252. Holmes. 1. c. p. 892・
5Iru!，. a. a. O. S. 341:. 367. 368. 373. 
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或
人
の
食
物
及
普
週
四
着
物
白
費
用
も
、
所
得
圭
堪
る
泊
め
の
費
用
。
一
部
で
あ
る
。
な
ぜ
な
れ
ば
若
も
彼
が
宜

L
且
つ
者
な
け
れ
ば
彼
は
或
も

り
を
儲
け
特
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
υ

併
L
租
枕
上
白
目
的
の
泊
め
に
は
、
所
持
の
ヰ
か
る
、
仕
事
又
は
設
仰
と
斑
按
日
つ
特
別
の
結
合
に
品
目
て

招
か
る
h
費
用
。
み
が
、
費
用
と
し
て
計
算
さ
る
ヰ
き
こ
と
は
、
到
る
虎
に
一
致
さ
れ
た
る
所
で
あ
る
と
い
ふ
叫

(
陸
-
五
)

ピ
グ
ー
は
、
尽
し
て
然
り
と
し
て
も
之
監
決
定
す
る
上
に
或
岡
雌
な
黙
が
あ
る
@
皐
校
長
が
止
徒
由
同
組
を
招
待
す
る
北
川
の
何
れ
白

部
分
が
此
の
却
を
』
費
用
と
し
て
計
算
さ
る
べ
き
申
等
々
白
如
し
。
故
に
原
則
は
此
事
羽
に
づ
き
完
全
に
明
か
だ
が
、
之
が
引
際
白
描
肘
は
艇
な
き

在
枠
内
E
C
錦
し
、
モ
ル
も
、
職
業
上
の
仕
事
服
、
仕
ヰ
場
へ
の
車
代
、
地
閣
帥
的
問
励
山
中
を
如
何
に
謡
北
山
、
止
陸
明
1

・9c
し
亡
計
上
す
る
か
は
全
(
非

6
 

艶
な
き
駈
別
の
不
可
能
な
る
事
例
だ
と
い
ふ
。

{
腔
工
A
)

訓
由
討
一
コ
一
、
猫
法
審
問
。

(
駐
-
七
)

7
 

前
山
詰
一
=
一
、
英
来
制
法
歩
問
。
倫
ほ
、
ロ
ツ
ツ
は
、
捗
働
者
山
仕
事
場
と
の
往
復
車
代
量
投
川
と
し
て
引
く
べ
き
ζ

と
を
詑
(
。
我

闘
の
大
都
市
内
体
給
者
勢
働
者
に
泊
車
代
位
引
い
て
や
っ
て
繰
る
べ
き
で
あ
る
。
社
(
札
か
ら
或
人
出
叩
地
に
住
居
を
有
ち
本
柴
又
は
本
務
を
有
っ

と
し
て
可
な
り
離
れ
た
己
地
へ
一
定
山
知
き
期
間
山
峰
し
て
勘
慨
出
所
得
(
給
料
、
手
首
)
を
事
げ
た
と
き
に
、
伎
は
汽
車
汽
船
賃
自
動
車
代
宿
代
な

ど
白
特
別
佐
川
を
其
助
努
所
得
世
事
「
る
鴻
め
に
費

L
で
居
る
山
だ
が
、
我
岡
山
岨
行
訟
で
は
之
を
引
い
て
宇
ら
な
い
(
放
貨
を
除
〈
規
定
は
あ

る
が
、
此
は
所
副
、
肱
批
と
し
て
支
給
さ
れ
た
も
の
で
、
此
場
合
内

E
合
ま
ぬ
と
畑
町
L
て
印
刷
る
で
あ
ら
う
)
。
勤
捗
4
4
ほ
凪
雌
に
も
安
佐
唱
管
業

者
に
比
し
て
不
利

E
被
っ
て
居
る
。

{
駐
-
八
)

拙
訟
事
問
u

決
闘
で
も
勘
郵
者
(
大
地
中
執
拠
な

E
」
広
樹

L
、
柏
町
山
庇
K
於
て
凶
古
批
を
桜
除
し
て
』
T
U
夫
い
も
の
だ
。

(
駐
-
九
)
ロ
ツ
ツ
は
.
此
献
に
於
て
柚
端
な
る
又
は
祖
説
、
と
反
謝
な
態
度
を
採
る
と
し
て
有
名
で
あ
る
。
彼
は
捗
働
者
の
止
佐
賀
は
、
飾
品
即
和

b

h
f
染
除
…
r
J
T
W
紛
酢
釦
、
勢
働
不
能
の
場
合
的
単
価
晶
、
生
一
世
白
闘
一
怖
を
有
っ
た
役
人
に
闘
し
な
い
限
り
笠
宮
場
合
の
単
価
企
て
あ
る

0
1
l

勢
働
所
得
仕
共
基
礎
た
る
人
絡
が
共
生
前
輔
現
在
充
た
し
得
た
と
き
に
の
み
生
産
さ
れ
得
る
も
白
だ
と
い

λ
叫

前
副
一
一
=

(
健
二
O
)

モ
ル
は
、
所
得
の
砿
定
に
於
て
勢
働
者
。
生
活
維
持
技
。
住
陥
紅
、
租
勧

ι
つ
い
て
非
常
に
誕
雌
ナ
ベ
奇
理
論
上
及
寅
際
上
山
結
果
を

有
た
な
{
て
は
な
b
白
と
い
性
、
シ
ャ
ン
ツ
は
、
肱
費
用
量
所
得
平
一
止
の
錦
品
目
生
産
山
盟
主
扱
ふ
白
は
平
首
ど
あ
る
。
此
は
人
的
消
費
の
方
向
に

論

揖

t 

勘
拙
皆
既
得
に
封
ず
る
課
軸

第
二
十
七
巻

，、
五

第
五
椀

Lotz， Fw. S. 448. Pigou. 1. c. p. 100 
Pigou， 1. c. p. roo←IOI. B. Moll. Probleme der Fw. S. 141. 
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論

讃

六
五
回

八

動
接
所
持
に
謝
す
る
諒
枕

第
二
十
七
巻

村
W

五
肱

於
け
る
所
得
叫
用
に
M

押
な
ら
ぬ
。
又
掛
働
者
白
止
前
維
持
費
を
費
用
と
し
て
引
吋
ぱ
、
肱
宵
働
問
判
官
は
晴
ん
ど
削
減
す
る
こ
と
ξ
な
ら
う
。
何
主
な

れ
ば
主
と
し
て
掛
働
断
刊
甘
か
ら
生
活
す
る
者
の
多
く
の
も
山
は
、
勢
働
の
生
庫
内
耳
(
其
上
に
も
要
求
苫
れ
た
る
準
備
金
を
加
へ
て
)
を
北
勤
務
心
街

と
且
税
る
か
ら
で
あ
る
と
い
」
。

ニ
勤
時
芳
所
得
の
品
質
じ
関
す
る
事
項

A
肉
憾
動
勢
所
得
ピ
精
神
動
勢
所
得

!
l従
来
、
勤
勢
所
得
は
一
率
に
限
協
は
れ
て
居
る
。
資
産
所
得
に
謝
し

て
は
差
別
し
て
居
る
が
、
勤
労
所
得
の
内
部
に
於
て
、
肉
慨
的
の
も
の
ご
精
神
的
り
も

ω
ピ
の
差
別
を
し
な
い
。

併
L
精
密
に
い
ふ

τ、
斉
L
〈
動
勢
所
得
で
も
、
肉
煙
的
の

Z
精
紳
的
の
さ
で
所
得
を
得
る
に
つ
い
て
の
皆
痛
稼

度
が
同
じ
く
な

ν。
大
館
前
者
の
方
が
後
者
よ
り
も
一
一
般
苦
痛
大
な
り
己
し
て
良
い
。
随
っ
て
同
額

ω所
得
£

L

て
も
前
者
の
能
力
制
令
に
小
で
ゐ

h
、
後
者
の
飽
カ
割
合
仁
大
で
ゐ
る
。
勿
論
此
二
者
の
聞
が
怖
に
此
の
如
き
も

の
に
ど
は
い
へ
向
。
例
外
は
ゐ
b
得
品
。
け
れ
ど
も
会
館
上
、
人
は
辺
倒
、
同
じ
も
の
な
ら
な
し
み
精
紳
労
働
に

就
く
一
』
ご
を
探
む
。
卸
ち
少
〈
己
も
人

ω主
削
倒
的
に
は
精
一
柳
労
働
の
方
を
苦
し
み
少
き
も
の
ご
す
る
の
で
ゐ
る
o

ヌ
精
紳
勢
働
者
ご
肉
般
労
働
者
ど
の
間
に
差
別
を
す
る
ご

L
て
、
此
一
一
者
の
限
界

ω牲
々
に

L
て
不
明
な
る
司
、
ご

は
め
る
o

併
し
此
も
謀
枕
上
仁
は
形
に
よ
り
て
大
館
の
標
準
を
立
て
て
匝
別
す
る
よ
h
J
外
な
い
。

日
総
鎖
的
関
係
ゐ
る
勤
労
所
得
三
井
純
般
的
勤
労
所
得
|
|
の
聞
に
も
飽
カ
に
差
等
ゐ
り
ざ
す
る
。
例
之
、
官

吏
な
れ
ば
勅
奏
判
任
官
・
日
町
東
に
て
も
之
に
準
す
る
も
の
、
民
真
に
d

し
も
本
枇
員
な
ど
で
あ
れ
ば
、
先
づ
大
陸
其

B. MoIl， a. a. 0. S. r40. Schanz， Der priv川wirtschaftliche Einkom-
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地
位
Z
継
続
的
関
係
が
ゐ
っ
て
、
重
大
な
失
態
を
せ
ぬ
以
上
は
、
共
地
位
を
保
つ
司
』
ご
が
出
来
、

一
定
年
限
以
上

つ
づ
り
ば
凪
給
も
つ
〈
ご
い
ふ
の
で
安
心
が
あ
b
、
他
日
の
準
備
金
を
積
む
必
要
も
少
〈
て
済
む
。
俸
給
が
月
叉

は
年
で
定
ま
っ
て
居
る
か
ら
・

一
日
休
ん
だ
か
ら
正
い
ふ

τ共
が
減
せ
ら
れ
る
課
で
も
な
[
、
此
鮎
に
て
も
安
心

が
あ
る
。
然
る
に
舟
し
〈
俸
給
者
で
も
雇
員
仰
い
民

ω如
き
.
共
か
ら
普
通
の
労
働
者
の
如
き
、
此
等
に
も
段
々

E

労
働
保
険
が
盤
側
し

τ来
れ
ば
前
記
の
も
の
に
混
き
安
心
が
出
来
て
来
る
が
、
我
邦
の
現
紋

ω如
(
北
(
が
ま
だ
不

十
分
で
あ
る
ご
、
前
者
の
や
う
に
安
心

t
い
ふ
こ
正
は
山
家
旧
制
。
何
時
罷
め
ら
れ
る
か
も
知
れ
す
、
又
何
時
止
め

な
く
て
な
ら
瓜
こ
ご
に
な
る
か
も
知
れ
凶
ご
い
ふ
心
配
が
あ

h
、
又
此
時
に
備
へ
る
準
備
金
を
前
者
よ
り
も
制
令

仁
多
〈
持
た
な
〈
て
な
ら
心
ご
い
ふ
こ
ピ
が
ゐ
る
。
給
料
が
日
割
(
又
は
月
捌
か
)
だ
か
ら
し
て
年
中
此
が
得
ら
る

、

ωで
な
〈
・
病
気
其
他
自
分
の
故
障
で
休
み
、
雨
天
其
他
外
国
抑
り
僻
川
崎

ω斜
め
に
休
め
ば
除
込
み
己
な
h
、
其

時
の
準
備
も
し
な
げ
れ
ば
な
ら
晶
ご
い
ム
事
が
ゐ
る
。
彼
等
の
給
料
の
寅
額
の
計
算
上
に
は
日
給

ω三
百
六
十
五

伯
Z
い
ふ
や
う
な
一
』
ご
で
な
〈
.
前
年
の
一
貨
統
仁
依
る
Z
き
は
勿
論
事
質
上

ω数
に
よ
hJ
、
漁
算
に
よ
る
正
し

τ

も
相
賞
の
掛
酌
が
行
は
る
、
で
は
あ
ら
う
が
、
此
貼
h
f
別
正
し
て
、
前
後
、

二
の
異
っ
た
給
料
取
の
聞
に
、
不
安

ご
い
ふ
精
紳
上
の
苦
鴻
正
、
離
峨
の
場
合
の
匁
め
の
準
備
金
を
多
〈
す
る
の
必
要
正
、
体
み
日
の
喰
込
の
矯
め
の

準
備
を
す
る
必
要
ご
三
織
か
ら
見
て
、
能
力
仁
差
等
ゐ
h
J
Z
し
て
然
る
べ
き
で
ゐ
る
(
武
三
)
O

そ
れ
か
ら
此
じ
い

ふ
幅
別
は
大
館
、
前
項
に
ド
ふ
肉
鱒
叫
労
働
芭
精
一
脚
労
働
ご
の
区
別
ご
一
致
す
る
や
う
に
が
、

古
う
正
は
限
ら
ぬ
。

諭

叢

動
捗
所
得
に
到
す
る
課
枕

第
二
十
七
谷

ハ
五
五

第
五
粧

ブL



論

護

勘
勢
所
得
に
劃
す
る
課
税

第
二
十
七
番

六
五
六

瞳

m
r
R
挽

四

O 

前
記
、
一
艇
長
的
中
に
は
精
紳
労
働
者
も
あ

h
、
本
枇
員
の
中
に
肉
鱒
叫
労
働
者
も
ゐ
ら
う
o

共
他
.
濁
立
職
業
者
に

ゐ
h
て
は
、
肉
憎
労
働
者
己
い
ふ
べ
き
手
内
職
者
.
精
一
脚
勢
働
者
ご
い
ふ
べ
き
持
師
、
帥
川
護
士
(
路
師
妹
誰
士
は

労
働
者
£
見
守
、
傍
業
者
な
み
に
級
ふ
方
が
良
い
か
も
知
れ
な
い
)
美
術
家
、
者
遁
家
な
V
」
が
わ
る
が
、
此
等
も

凡
べ
て
非
船
級
的
動
勢
者
ご
し
て
、
前
記
の
品
川
泌
山
勢
働
者
に
準
す
べ
き
も
の
で
ゐ
る
o

彼
等
の
椴
酬
は
普
通
日

削
勘
定
で
も
な
〈
、

ピ
I
A
ワ
1
ク
で
，
而
か
も
一
定
叫
依
頼
者
ピ
の
み
交
沙
せ

T
、
英
関
係
に
崎
製
動

ω
多
い
ー
も

の
に
か
ら
、
体
給
者
的
や
う
に
般
入
が
確
定
し
給
総
せ
争
、
会
〈
中
絶
す
る
-
』
ご
も
あ
h
B
川
叫
給
な
け
と
の
保
障
も

な
げ
れ
ば
、
此
曾
保
険
の
恩
恵
に
も
協
し
な
い
。
不
安
も
あ
れ
ば
、

い
ゲ
ご
い
ふ
州
場
合
的
準
備
蓄
積
の
最
大
な
る

べ
き
も
の
で
ゐ
る

G

彼
等
は
何
ご
し
て
も
能
力
割
合
に
乏
し
き
も
の

Z
し
て
織
繭
勤
労
者
に
比
し
て
立
大
に
扱
は

れ
な
〈
て
は
な
ら
な
い

I
2一一一一コ

ナ
ス
カ
は
、
告
悩

ω
所
得
日
制
翻
的
附
に
一
肱
別
が
行
日
る
ペ
〈
、
叫
刊
に
所
持
が
砿
貨
に
柿
入
す
る
ほ
ど
一
一
肘
侃
(
訓
柑
す
べ
き
も
の
で
あ

前
川

る
。
何
ぜ
と
な
れ
ば
所
刊
が
魁
励
的
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ

r、
未
来
の
結
晶
に
町
古
を
タ
る
必
一
虫
が
大
い
V

恥
ら
と
い
ふ
。

(
註
ニ
ニ
)
テ
ス
カ
は
、
勤
労
所
得
中
に
も
匝
別
を
し
て
此
い
。
原
則
上
、
白
山
職
業
山
所
仰
(
排
能
士
、
世
間
川
、
英
術
家
)
は
、
恩
給
白
地
利
を
も

つ
位
入
、
又
は
保
険
義
務
あ
る
侠
川
人
捗
働
者
自
所
む
よ
り
は
低

u
車
を
塩
川
き
れ
な
〈
で
は
な
ら
ぬ
と
い
ふ
叫

(
位
二
三

C
主
た
る
勤
扱
所
得
ピ
副
た
る
動
勢
所
得
|
|
ご
の
聞
に
も
給
付
能
力
に
差
等
が
あ
る
o

精
密
に
考
へ
る
正
之

に
つ
き
碕
々
の
事
が
レ
ひ
得
る
が
、
大
髄
ニ
的
場
合
を
別
り
て
見
る
-
』
ぜ
が
出
来
る
。
勿
論
、
此
に
副
た
る
勤
労

所
得
ご
い
ふ
ご
き
に
、
其
は
別
に
第
一
次
の
主
た
る
勤
帥
究
所
得
が
ゐ
っ
て
、
第
二
、
第
一
一
一
の
其
れ
ご
い
ム
ニ
£
で

Ty~zkaJ Fw目 2Au司.S. 129・
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あ
hJ
、
共
第
一
弐
の
も
の
己
、
第
二
第
三
の
も
の
ヰ
の
聞
の
能
カ
の
差
等
を
見
る
の
で
あ
る
。
共
蕗
で
共
の
副
た

る
勤
勢
所
得
が
、
共
人
の
主
た
る
所
得
(
北
(
は
財
産
所
得
の
み
で
ゐ
つ
で
も
良
い
。
叉
主
た
る
助
勢
所
得
の
み
で

あ
っ
て
も
良
い
o

或
は
此
二
の
も
め
、
合
計
で
も
'
民
い
)
が
一
定
の
稲
々
'
日
比
好
な
る
生
活
-
ピ
替
む
に
足
る
だ
け
の

所
得
傾
(
例
之
、
我
凶
の
現
在
で
三
千
闘
位
ご
し
た
ら
何

P

フ
か
ご
忠
ム
)
よ
h
も
大
い
ご
さ
に
生
じ
た
の
で
ゐ
れ

ば
、
比
(
は
比
峡
的
徐
州
愉
ゐ
る
人
が
、
立
(
品
川
絡
合
一
一
尉
大
な
ら
し
め
や

r

フ
ご
し
て
第
二
第
一
一
一
一
ω
勤
妙
に
就
い
て
所
得

品
川
」
鼎
り
て
肘
品
川
山
口
か
ら
、
其
能
力
は
普
通
の
劫
労
所
得
な
み
の

b
の
ご
し
て
比
〈
、
之
を
憐
れ
む
ぺ
、
品
、
d
b
の
ご

L
て
出
羽
怨
す
る
に
は
及
ば
心
。
戒
は
も
っ
ピ
精
密
に
い
1

ふ
己
、
此
場
合
ゆ
副
た
る
勤
労
所
得
は
、
主
た
る
勤
労
所

得
よ
り
も
一
府
能
力
大
な
h

Z
も
い
へ
る
。
併
し
主
た
る
所
得
が
夫
の
一
定
金
額
以
下
ご
い
ム
は
ど

ω
小
額
で
ゐ

っ
て
、
北
九
を
補
充
す
る
銭
的
に
副
た
る
勤
療
所
得
を
も
血
中
げ
て
居
る
ご
す
れ
ば
、
之
を
銭
3
v
る
を
得
、
さ
る
気

ω

者
な
事
情
に
ゐ
る
も
の
正

L
、
共
か
ら
し
て
枕
を
出
す
の
を
彼
が
古
し
〈
戚
中
る
ご
見
て

μ
ぃ
。
即
ち
此
場
合

ω

副
た
る
勤
晴
世
間
別
叫
刊
の
総
力
は
韮
ね
る
勤
時
骨
所
得
に
比

L
m捌
き
も
の
ご
し
な
り
れ
ば
な
ら
泊
。
特
に
此
場
合
、
主
犯

る
所
得
ピ
此
副
た
ゐ
勤
労
所
得
子
炉
』
合
せ
て
も
仰
は
夫
の
一
定
制
仁
も
揃
允
ぬ
ご
い
ふ
ご
き
仁
は
、

一
層
集
め
脊

の
ぬ
合
ご
す
べ
く
、
之
ご
比
し
て
は
其
一
削
た
る
動
勢
所
得
を
皐
げ
た
る
銭
的
に
一
定
金
額
以
上
に
な
・
り
た
る
場
合

の
如
き
は
、
気
の
毒
の
事
情
の
中
に
も
、
多
少
慰
め
る
こ

ze伊
】
得
る
事
情
の
あ
る
場
合
ご
し
て
良
い
。
精
密
に
い

ふ
ー
は
多
位
協
的
場
合
を
考
へ
得
る
-
』
ご
に
も
な
る
が
、

せ
め

τは
主
た
る
所
得
の
一
定
大
以
上
ご
以
下
正
で
も
差

論

議

勘
捗
所
得
に
却
す
る
課
税

第
二
十
ヒ
を

ハ
五
七

第
一
割
蹴

g~ 



前

叢

勘
努
所
得
に
劃
す
る
韻
枕

第
二
十
七
荏

六
五
八

問
時
抗
説

医可

等
を
つ
り
た
い
も

ω
で
ゐ
る
。

D
夫
の
勤
労
所
得
己
実
の
勤
労
所
得

l
lご
の
聞
に
も
能
力
の
差
等
を
一
誠
め
し
め
る
。
我
閥
T
は
夫
妻
共
稼
す

る
ご
す
れ
ば
共
所
得
を
集
計
し
て
税
率
を
迎

mし
且
つ
免
税
拙
を
決
す
る
。
彼
等
が
内
縁
関
係
で
別
の
家
族
人
の

国
早
な
る
刷
居

rご
い
ふ
ご
別
々
に
所
得
を
計
算
さ
れ
、
自
ら
免
税
結
以
下
ど
な
る
機
曾
も
多
く
・
校
卒
も
低
き
方

が
趨
刑
さ
れ
る
o

抜
じ
不
必
卒
ピ
も
な
hv
、
内
線
を
助
長
L
家
庭
閥
係
を
不
良
ピ
す
る
こ
ぜ
に
も
な
る
が
、
長
貼

を
暫
ら
〈
措
き
、
能
力
の
吟
味
か
ら
い
ふ
て
も
、
夫
婦
共
稼
す
る
場
合
に
、
妻

ω勤
労
所
得
を
夫

ω勤
勢
所
得
ご

掛
等
の
能
力
ゐ
る
も
の
Z
見
て
単
純
に
集
計
す
る
の
は
不
常
で
あ
る
。
妻

ω立
(
は
夫

ω其
よ
L

リ
も
多
少
能
カ

ω弱

き
も

ωε
見
f
宕
抑
制
を
一
布
ひ
に
る
上
に
て
集
計
L
な
く
て
は
な
ら
な
ド
。
夫
婦
共
隊
す
る
ど
い
ふ
の
は
、
多
〈
の

場
合
(
例
外
は
あ

ιう
が
)
、
斯
〈
し
な
〈
て
は
な
ら
な
か
っ
た
ご
い
ふ
抑
航
機
上
不
利
な
る
境
泌
を
推
定

L
得
ら
れ

る
の
み
な
ら
宇
、
共
鮎
は
抽
〈
ご
し
て
も
、
妻
が
働
け
は
、
然
ら

F
れ
ば
彼
女
が
家
庭
勤
務
に
就
き
た
る
も
の
が

頗
る
多
〈
妨
げ
ら
れ
る
こ
正
に
な
る
。
自
然
、
女
中
を
雇
入
れ
、
使
の
者
を
一
一
法
ひ
、
又
は
英
他
の
方
法
を
講
じ
な

〈
て
は
な
ら
す
、

或
多
費
を
件
ふ
さ
し
な
げ
れ
ば
な
ら
ね

G

卸
も
妻
的
動
勢
所
得
に
は
、
夫
の
助
努
所
得
に
て
は

要
し
な
い
或
費
用
を
件
ふ
ご
い
ふ
こ
ご
に
な
る
。
ザ
い
か
ら
、
妻
の
勤
労
所
得
の
能
カ
は
夫
の
芙
よ
h
も
幾
ら
か
小

いw
も
の

Z
L
τ
出
羽
恕
の
方
訟
を
講
じ
な
〈
て
は
な
ら
な
い
(
詰
二
三
)
。
併

L
之
仁
は
反
割
論
は
あ
る
。
帥
も
貨
は
緩

臨
胴
上
困
つ

τ居
ち
な
が
ら
一
献
曾
上
の
地
位
の
矯
め
に
妻
の
稼
ぎ
得
白
人
が
此
宥
犯
に
よ
ち
て
相
劉
的
に
不
利
に
な



る
ご
い
ふ
の
で
あ
る
(
詑
二
問
)
。
併
L
此

ω如
き
虚
栄
者
を
顧
慮
す
る
に
は
及
ば
な
い
の
み
な
ら
十
、
上
に
い
ふ
通

A

ッ
、
共
縁
者
陥
っ
て
妻
の
勤
労
所
得
に
特
別

ω多
品
川
を
伶
ふ
以
上
・
之
を
枕
法
上
掛
酌
せ
ぬ
ご
い
ふ
の
は
不
嘗
で

ゐ
る
o

今
一
町
一
之
を
則
的
す
る
ら
し
て
、
妻
の
多
伎
を
定
め
る
標
準
が
見
出
し
惑
い
ご
い
ふ
批
維
が
あ
る
(
さ
一

5
0

り
れ
い
と
も
北
(
は
獅
逸
の
奮
法
の
や
う
に
之
を
生
産
費
千
し
て
掛
酌
す
れ
ば
斯
か
る
非
雄
も
受
け
る
炉
、
後
に
い
ふ

や
う
な
他
の
方
法
を
採
れ
は
之
を
見
れ
る
こ
ピ
が
出
来
や
ヨ
。

山
地
の
一

A
ニ
心
年
仲
間
引
枕
此
ド
ト
て
目
、
事
内
科
利
行
泊
J

り
止

γ
円
。
品
計
に
於
け
る
各
貨
を
止
比
品
ー
と
し
て
い
牝
附
す
る
乙

t
L
し

一
九
二
五
年
法
に
て
は
之
を
止
め
た
。
代
る
べ
き
も
ぬ
止
し
て
は
夫
、
川
明
白
川
削
捗
所
刊
何
十
位
別
々
に
謀
枯
す
る
と
?
-
‘
し
た
る
こ
と
、
事
円

Z
 

将
帥
め
捗
貨
の
百
分
一
を
宥
恕
す
る
こ
と
h

し
た
る
こ
ー
と
な
ど
が
あ
る
伴
で
あ
る
。

(
註
二
回
)

J

ス
カ
は
、
批
骨
的
地
位
心
泊
め
に
#
が
幽
き
た
〈
も
働
け
ざ
る
、
今
日
企
〈
附
ワ
で
肘
る
連
中
出
此
純
'
ん
に
よ
っ
℃
刷
か
に
不
刺
と

主

な
る
と
い
ふ
。

(
回
二
五
)

た
が
、

チ
ス

μ
は
、
之
を
却
し
て
、
此
川
品

P

ん
は
可
伸
的
で
あ
っ
て
、
明
椛
を
快
〈
。
加
何
な
る
楳
単
に
よ
っ
て
此
多
設
が
計
算
さ
る
べ
脅
や
と

〉

い
ふ
て
肘
る
G

(
註
ニ
五
)

三
勤
労
所
得
の
科
目
に
闘
す
る
事
項
|
|
今
日
我
凶
の
件
前
作
で
は
、

を
行
ふ
も
の
ご
し
て
は
、
俸
給
、
給
料
、
歳
費
、
年
金
、
恩
給
、
議
隠
料
、
賞
拠
、
及
此
等
の
性
質
を
有
つ
も
の

一
割
叉
は
二
割
凶
効
勢
所
得
的
縛
め
の
ι

府
怒

に
限
っ
て
居
る
が
、

ヲ
ど
し
て
前
各
競
以
外
の
所
得
ご

L
τ
右
の
出
荷
怒
を
行
は
ぬ
も
の
、
中
に
、
官
に
資
産
所
得
、

管
業
所
得
の
み
で
な
〈
、
間
早
純
な
る
勤
努
所
得
(
著
し
い
の
は
著
遁
家
内
原
稿
料
)
を
入
れ
て
居
る
が
、
此
は
折
角

論

勘
掛
附
特
に
封
す
る
謀
耽

F司

第
二

+
U寄

議

、一1
u

'

Z

Z

1

 

第
五
腕

Strutz， a 30C) 
円

b
Z
H
 

A
 

リ&
 

8
 

W
 

F
 

g
 

e
 

b
 

e
 

E

2

2

 

回

目

白

Q
M

・h
b
門

b

0

4

0

0

 

a

4

a

a

 

7
 

5
一

a

J

a

a

 

札

5
九
九

1
k
-
k
k
 

z
〕

Z

Z

S

(

s

s

 

y

y

y

 

T

A

T

T

 

22) 

23) 

2岳)



論

草I

劫
努
所
特
に
謝
す
る
謀
稔

捗
二
十
七
巻

O 

第
五
観

Il!l 
臨l

ω宥
怨
を
或
勤
労
者
の
み
に
惜
し
む
も
の
で
・
不
公
M
T

歪
比
四
で
あ
る
。
故
に
荷
〈
も
人
的
所
得
者
勤
労
所
得
者
三

羽
山
む
べ
き
も
の
な
る
以
上
は
、
共
に
も
夫

ω出
羽
恕
を
及
ば
す
の
が
歪
賞
で
ゐ
る
。
但
し
之
を
髄
師
陣
川
護
士
に
も
及

ぽ
す
炉
は
別
問
で
、
地
等
は
大
穂
修
業
者
な
み
に
悦
ふ
方
が
至
蛍
か
も
知
れ
な
い
。
併
し
著
述
家
、
美
術
家
り
如

k

さ
に
は
是
非
ご
も
之
を
及
ば
し
、

術
北
(
上
に
も
前
に
い
ふ
た
や
う
に
牧
待
費
を
も
控
除
し
て
や
h
た
い
。

第
二
段

勤
労
所
得
に
閲
す
る
事
項
の
課
税
上
考
慮
の
方
法

以
上
・
勤
労
所
得
に
つ
吉
能
力
上
、
陥
っ
て
訟
枕
上
考
慮
す
べ
き
事
項
を
皐
げ
た
が
、
是
よ
り
之
が
考
慮

ω方

法
を
一
通
り
述
べ
て
見
る
。

一
貨
物
給
料
ー
ー
に
つ
い
て
は
、
俸
給
等
に
闘
し
、
金
銭
以
外
の
給
付
に
依
る
も
の
を
も
合
む
旨
を
規
定
し
た
ら

良
い
。

二
自
給
的
勤
務
|
|
は
精
密
に
い
へ
ば
考
慮
し
た
い
け
れ

Y
一
も
、
技
術
上
も
面
倒
で
あ
る
し
、
大
髄
に
於
て
些
細

な
も
の
ご

L
て
見
逃
し

τも
良
か
ら
今
(
詰
二
六
)
O

{
詰
ニ
穴
)

-で
7

7

エ
ル
デ
λ

は
、
静
泌
'
r
u
F
U
作
相
談
比
比
作
事
刊
に
於
て
其
家
族
を
島
理
す
る

ω
を
其
別
枠
中
に
計
算
す
る
こ
と
は
抽
ん
ど

貨
行
す
べ
か
ら
ざ
る
こ
ー
と
だ
と
叫

L
、
ク
ラ
イ
ン
ウ
エ
ヒ
タ
ー
は
、
塊
闘
誌
に
て
所
得
円
定
義
と
し
て
、
自
己
目
料
品
開
及
自
己
の
日
営
業
の
庄
物
J

あ
ワ
て
ま
計
日
て
消
費
さ
る
与
も
の
L

倒
植
敢
に
其
他
す
べ
て
和
抗
議
勤
者
に
附
す
る
貨
物
収
入
を
も
告
め
て
肘
る
一
い
拘
ら
ず
、
此
岡
山
科
枯
官

聴
が
武
際
に
於
て
非
常
識
な
る
品
川
端
を
挫

f
る
泊
め
に
「
儲
川
出
自
家
自
家
放
の
病
人
を
癒
す
が
加
き
場
合
」
を
、
所
得
枕
義
務
あ
る
も
山
と
放
は
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VJ 

II 

正
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一
一
一
費
用
技
除
1

1
仁
っ
か
て
は
、
一
々
の
所
得
欣
得
の
矯
め
的
特
別
且
つ
碇
接
的
費
用
を
引
く
こ
吉
、
'
L
セ
レ
が
、

(
 

北
(
が
或
は
而
倒
で
あ
ら
う
か
ら
、
む
し
ろ
多
少
不
満
足
な
が
ら
も
、
千
一
地
一
率
に
‘

之
が
絡
め
に

一
割
控
除
で
も
行

ム
ニ
己
ピ
し
ー
は
何
う
か
。
勤
労
者
ご
し
て
は
之
を
行
ふ

τ貰
ふ
り
は
、
共
の
行
は
れ

e
さ
る
に
比
し
て
有
雄
い
。

)
 

四
肉
抽
出
勤
勢
所
得
1
1
に
つ
い

τは
、
純
一
刑
制
訓
勢
所
得
に
比
し
精
密
に
差
等
を
附
り
る
こ
己
は
E

ハ
っ
か
[
ヤ
が
、

俳
L
例
之
、
精
一
川
努
働
者
を
本
位
ご
し
て
、
肉
腿
労
働
者
に
一
関
税
度
の
控
除
を
許
す
ご
し
た
ら
、
術
院
・
に
制
酌

が
行
は
れ
持
品
。

五
非
繊
鋭
的
閥
係
助
祭
所
得
ー
ー
は
総
制
的
闘
係
助
勢
所
得
に
比
し
、
此
も
一
制
度
の
控
除
じ
よ
り

t
叫
酌
す
る

(
 

外
な
い
。

対
副
た
る
劫
妙
所
得
ー
ー
は
、
会
き
所
得
が
或
一
定
額
(
例
之
、
三
千
回
)
以
下
山
り
古
昔
は
、
共
刑
勤
労
所
得
に
つ

=
一
削
持
除
を
行

ο、
金
き
所
得
が
一
定
術
以
上
り
ご
き
は
、
他
り
所
得
Z
併
せ
て
共
の
一
定
額
じ
迷
す
る
ま
で

の
副
所
得
に
つ
い
て

ωみ
一
割
挫
除
を
行
ふ
て
は
何
う
か
o

七
十
議
の
動
勢
所
得
ー
ー
に
つ
き

τは
(
戒
は
精
密
に
い
ム
ピ
夫
姉
共
稼
者
の
場
令

ω夫
婦

ω何
れ
か
一
方

ω所
得

ご
す
る
方
が
良
レ
で
ゐ
ら
う
)
、
夫
的
立
(
を
本
位
正
し
て
二
割
位
の
控
除
を
行
ふ
て
は
何
う
か
(
註
ニ
ェ
。

却

前
詑
二
三
品
世
間
。
私
は
別
山
日
蕗
℃
別
白
方
訟
を
酔
げ
た
。
今
議
に
い
ふ
の
は
共
と
は
異
る
。

(
註
ニ
七
)

諭

叢

第
二
十
中
い
を

、一、
'
'
d

，
 

第
五
続

四
五

制
勢
所
得
に
封
ず
る
謀
栓
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にゐ

示問

礎

四
六

第
ニ
十
七
世

勘
勢
所
持
に
針
す
る
諜
枕

、-、
ノ

4
J

ι
f
L
E
 

#
五
割

人
勤
労
所
得
科

H
ー
ー
に
つ
い
て
は
、
現
行
所
得
枕
山
第
十
五
俊
一
羽
中
に
、
前
僚
第
一
一
頃
第
三
枕
及
第
五
枕
の

(
 

所
得
ご
ゐ
る
の
を
、
前
僚
第
一
一
頃
第
三
蹴
及
第
五
放
の
所
得
、
並
に
第
六
時
明
所
得
中
・

mな
る
動
勢
所
得
ご
認
む

ぺ
き
も
の
(
勅
令
に
て
例
示
し
て
も
良
い
)
ご
改
め
た
ら
良
〈
は
な
い
か
。

以
上
、
決
し
て
融
枕
上
考
慮

f
ぺ
話
も
の
が
精
密
に
考
慮
古
れ
た
ご
は
い
へ
ぬ
で
ゐ
ら
う
(
前
一
八
)
O

併
L
課
税

技
術
上
は
其
れ
位

ω嵯
で
半
体
f
る

ω外
な
〈

の
ご
は
す
る
。

之
を
考
慮
す
る

ωは
、
考
慮
せ
さ
る
に
も
ま
じ

τ湿
り
て
き
も

y
d
 

ベ
ヲ
ア
品
ル

J
T

ス
は
、
武
物
給
付
山
寺
山
叫
に
つ
き
、
此
柿
の
も
の
は
制
微
鋭
的
制
滑
に
は
行
U
れ
叫
自
で
あ
ら
う
と
い
ふ
正
目
、
共
日

比
ハ
仙
の
も
心
に
つ
い
亡
も
岡
松
山
ζ

と
が
u
へ
る
。

(
註
ニ
八
)

最古

-:=~、

lillU 

以
上
市
立
之
、
技
一
泡
の
税
法
は
助
勢
所
得
に
つ
き
栂
々
の
考
慮
合
榔
ひ
、
日
(
能
力
に
迎
切
な
も
の
た
ら
う
ご
し
て

居
る
が
、
向
不
十
分
の
鮎
が
少
〈
な
い
。
私
は
凡
そ
之
に
つ
き
考
へ
ら
る
べ
き
重
な
る
も
の
を
列
悲
し
、
且
つ
之

が
考
慮
凶
方
法
を
も
示
し
た
o

共
方
法
は
併
L
決
し
て
精
密
な
る
叫
酌

ω
行
は
れ
た
も
の
で
な
〈
、
向
に
不
尚
足

の
も
の
で
は
ゐ
る
が
、
併
し
共
で
も
之
な
き
に
は
勝
る
ご
し
な
り
れ
ば
な
ら
な
い
。
此
等

ω事
項
は
山
川
崎
山
市
市
正
も

一
一
加
の
工
夫
研
究
を
遂
げ
て
、
完
成
を
討

h
た
い
も
の
ピ
考
ふ
る
ο
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